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◆委員会の名称
名称 決定の理由

予算決算委員会 予算・決算両方の議案を審査するべきとの意見にまとまったため。

◆委員会の形態
形態 決定の理由

常任委員会
（分科会審査方式）

予算決算議案の審査は毎年行っており、特別委員会の趣旨にはそ
ぐわないため、常任委員会が適正との意見にまとまったため。
なお、『分科会』は常任委員会と同じ委員構成とする。そのため、
正副分科会長についても常任委員会の正副委員長とする。

◆所管事項
所管事項 決定の理由

『一般会計』及び『特別会計・企業会計』の
予算・決算に関する事項

一般会計に限らず、特別会計・企業会計も含めて審査の深掘りを
行っていくべきとの意見にまとまったため。

◆定数
定数 理由

全議員（議長含む）
議案審査の質の向上、審査の深掘りを行っていくためには『全議
員』で行うことが好ましいとの意見にまとまったため。
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Ⅰ 委員会運営の時期
決定事項 決定の理由

組織は令和７年５月臨時会に設立し、実質的な予算
決算審査は令和７年６月市議会定例会からとする

５月臨時会での予算決算委員会開催とした場合、議員改選直後の
委員会審査となり、委員会運営がままならなくなることが危惧さ
れることから、６月市議会の開会日から開始する。

Ⅱ 議案審査の対象範囲
決定事項 決定の理由

『一般会計』のほか『特別会計』及び『企業会計』
含むすべての予算及び決算に関する議案

議案審査の深掘りを行っていくため。
なお、予算決算議案（補正予算含む）と同時に上程され、補正の
要因となる関連議案も対象とする。（法令の改正に伴う条例の一
部改正等）

Ⅲ 委員会の人員構成
決定事項 決定の理由

『全体会』の定数は「全議員」とする
『分科会』の定数は「常任委員会」の定数とする

『全議員』で予算決算議案審査の深掘りを行うことが前提である
ため。
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Ⅴ 委員会の組織及び議案審査の流れ
決定内容 決定の理由

『別紙１』のとおり 全委員の共通認識として『分科会』の設置を前提としたため。

Ⅵ 委員会の運営
決定内容 決定の理由

『別紙２』のとおり 全委員の共通認識として『分科会』の設置を前提としたため。

Ⅶ 会議日程
決定内容 決定の理由

『別紙４』のとおり
予算決算委員会の開催を見込んだ市議会年間スケジュール（暫
定）が議会運営委員会で決定されたため。

決定内容 決定の理由

『別紙３』のとおり

Ⅳ 当局の出席範囲

◆検討結果（７項目）Ⅳ～Ⅶ
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別紙１

予算決算委員会へ付託された予算・決算等の議案は「全体会①」で各分科会へ案件を割り振る。
「分科会」では所管別に割り振られた議案審査を行う。その後、「全体会②」で分科会長報告を受けた後、
討論・採決を行う。予算決算委員会の委員長は、分科会長報告の内容を精査のうえ取りまとめ、他の常任
委員長と同様に、本会議で委員長報告を行う。

予算決算議案の『議案質疑』について

〇予算決算議案の議案質疑は、袋井市議会会議規則
第３５条に基づき、他の議案と同様に本会議に
おいて提案理由の説明を受け、全員協議会において詳
細説明を受けた後に実施するものとする。
なお、予算決算委員会分科会では所管に関わる質疑の
みを行うことから、運用例４１を改正し、
「予算決算委員会の付託議案については、所属する分
科会の所管に関わる議案の質疑は差し控える」ことと
する。

本会議
予算決算
委員会

分科会A
予算決算
委員会

付託

【全体会①】
案件の
割り振り

分科会長
報告作成

【全体会➁】

本会議

分科会長報告
内容まとめ

分科会B

分科会C

委員長報告

常任委員長
会議

最終調整

分科会長報告

【全体会時の座席】
開催場所＝議場
委員長＝議長席
副委員長＝事務局長席
議長＝自席
事務局長＝執行部の空席
担当書記＝操作盤席
副委員長が討論する場
合における席の移動
＝質問席へ移動

『議案の詳細説明』のタイミングについて

〇『議案の詳細説明』は従来どおり定例会開会日（本会
議終了後）の全員協議会で行う。

【理由】
『議案の詳細説明』は提案理由の説明を補完する意味
で行われていることを踏まえ、他の議案同様に、議案
質疑前（初日上程の通常議案の場合、開会日本会議終
了後の全員協議会）に行うことが、議事手続き上、最
も円滑であるため。

【議案審査】
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別紙１

『開会日』の流れ【例示】

開会 提案理由の説明 散会
全員協議会

議案の詳細説明

本会議終了後

『閉会日』の流れ【例示】

建設経済委員長

開議 討論・採決 閉会
民生文教委員長

総務委員長

予算決算委員長

常任委員長報告

『一般質問』⇒『議案質疑』⇒『委員会付託』の流れ【例示】

開議

①議案質疑通告締切

一般質問
（最終日）

②議案質疑ヒアリング

議案質疑

③予算決算議案も対象

委員会
付託

散会

一般質問（最終日）と同日
または翌日

質疑と同日

予算決算委員会
（全体会）

質疑・付託と同日

④全体会⇒分科会⇒全体会

①４委員長が順番に行う ②最終日は付託なし

後日

分科会
（ABC）

予算決算委員会
（全体会）

案件割り振り

討論・採決

分科会長報告・同質疑
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別紙２

Ⅵ 委員会の運営（どのように）

全体会①（分科会開催前）【案】

分科会【案】

全体会②（分科会開催後）【案】

①分科会別の分担審査

①案件分担先の確認
②日程の確認

（分科会・全体会）

②分科会長報告に対する質疑

③討論・採決③散会

【本会議の議長シナリオをイメージ】
① 委員長が付託議案の分担先を読み上げる。
② これで良いか確認する ⇒ 「異議なし」
③ 委員長が分科会の日程及び次回全体会の日程を読み上げる。

⇒ 散会

【「分科会」⇒「常任委員会」の流れをイメージ】
① 最初に分科会での審査を終了させる。（分科会を優先）
② 終了後、引き続き、常任委員会の付託議案審査等を行う。

②その他付託議案の審査（常任委員会）

【本会議の委員長報告をイメージ】
① 現状と同じ ⇒ 委員長は３分科会長の報告を受け、委員長報告を

まとめる
【常任委員会での討論・採決をイメージ】
② 現状と同じ ⇒ 委員会閉会

本会議
予算決算
委員会

分科会A
予算決算
委員会

付託

【全体会①】
案件

割り振り

【分科会】
分科会長報
告作成

【全体会➁】

本会議

分科会長報告
内容まとめ

分科会B

分科会C

委員長報告

常任委員長
会議

最終調整

①分科会長報告

④閉会

常任委員長会議

①委員長報告の読み上げ（リハーサル）
②報告に対する質疑

【現状の常任委員長会議」の流れをそのままイメージ】
① 順番に読み上げる。（事務局は読み上げ時間を計測）
② 終了後、必要に応じて調整のほか、修正等を行う。

※必要に応じて調整
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予算決算委員会（当初予算）【２月市議会】

別紙３

区分/場所 全体会/議場
（分科会開催前）

分科会/委員会室 全体会/議場
（分科会開催後）

三役の出席

出席を
求めない

出席を求める
出席を
求めない

部課長
所管の部課長

（現状の常任委員会と
同じ）

部長職のみ

予算決算委員会（決算）【９月市議会】

区分/場所 全体会/議場
（分科会開催前）

分科会/委員会室 全体会/議場
（分科会開催後）

三役の出席

出席を
求めない

出席を求めない
出席を
求めない

部課長
所管の部課長

（現状の常任委員会と
同じ）

部長職のみ

予算決算委員会（補正）【２月市議会】

区分/場所 全体会/議場
（分科会開催前）

分科会/委員会室 全体会/議場
（分科会開催後）

三役の出席

出席を
求めない

出席を求める
出席を
求めない

部課長
所管の部課長

（現状の常任委員会と
同じ）

部長職のみ

予算決算委員会（補正）【９月市議会】

区分/場所 全体会/議場
（分科会開催前）

分科会/委員会室 全体会/議場
（分科会開催後）

三役の出席

出席を
求めない

出席を求めない
出席を
求めない

部課長
所管の部課長

（現状の常任委員会と
同じ）

部長職のみ
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予算決算委員会（補正）（２月・９月以外）

別紙３

◇『全体会』に三役の出席を「求めない」とする理由
◎（分科会開催前）の『全体会』では、分科会への分担の確認につ
いてのみを行い、基本的には当局による発言の機会はないため。

◎（分科会開催後）の『全体会』では、分科会長報告及び討論・採
決についてのみを行い、基本的には当局による発言の機会はない
ため。

◇『分科会』及び臨時会、追加・先議議案上程時の『全体会』に三
役の出席を「求める」とする理由

◎予算決算議案の審査においては、各議員が日頃市民との交流等の
中で見聞き感じ取った市の施策・事業が市民生活へ与える影響等
を訴えかける議論が幅広く展開されており、三役には細かなニュ
アンスも含めて感じ取る機会の場としていただきたいため

区分/場所 全体会/議場
（分科会開催前）

分科会/委員会室 全体会/議場
（分科会開催後）

三役の出席

出席を
求めない

出席を求めない
出席を
求めない

部課長
所管の部課長

（現状の常任委員会と
同じ）

部長職のみ

【委員からの主な意見】
・議論の深掘りを期待する中で、予算決算議案は直接市民の生活に
関係する内容である。そういった部分を感じてもらうためにも、
三役には出席いただくべきでは。
・元々、今やっている形は非常に重要であるため、形を変えずに、
分科会には出席いただくべき。最後の全体会へも出席いただきた
いとは思うが、少なくとも、分科会へは出席いただくべき。
・運用例で三役の委員会への出席について明記されている。また、
分科会では採決まで行わないため、全体会のみ出席で良いのでは
ないか。

臨時会、追加・先議議案上程時（予算決算委員会に付託されるが、

会議日程に十分な時間が取れない場合）

区分/場所 全体会/議場 分科会

三役の出席 出席を求めない
開催
しない

部課長 部長職及び所管課長
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別紙４

Ⅶ 会議日程
令和７年度
市議会年間スケジュール（暫定）
２月10日 議会運営委員会資料

【５月臨時会】
令和７年５月16日：１日間

【６月定例会】
令和７年６月９日～７月９日

：31日間
（全体会：２日 分科会：１日）

【９月定例会】
令和７年９月１日～10月８日

：38日間
（全体会：２日 分科会：２日）

【11月定例会】
令和７年11月17日～12月22日

：36日間
（全体会：２日 分科会：１日）

【２月定例会】
令和８年２月16日～３月24日

：37日間
（全体会：２日 分科会：２日）
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